
西淀川共同センター
憲法署名、有権者過半数３万９０００到達！
　憲法記念日を前にした４月２９日、憲法改悪に反対する署名が大阪市西淀川区内の有権者過半数を突破しました。共同センターは０６年４月１７日に結成されました。西淀川労連や淀川勤労者厚生協会、医療組合、新日本婦人の会、借地借家人組合、生活と健康を守る会、日本共産党などで構成。センターは毎月駅頭宣伝し、全戸訪問活動を５２回続け、区内を一巡。各構成団体の活動を伝えるニュースの発行は８５回に上ります。

区内の宗教施設にも協力を呼びかけ、複数枚の署名用紙を預かってもらいました。また訪問の中では、多くの高齢者が戦争体験を話しました。西淀川労連の呼び掛けに応じ、労連に加盟していない３つの労働組合も運動に参加しました。西淀病院の労働組合員と管理部でつくる社保平和委員会は１６１人の「９条署名チャレンジャー」を組織しました。「チャレンジャー」の内、７８人が１０人分を目標とし、１００人分を目標とした職員もいました。

　憲法署名の目標は３万８５８９人でしたが、２日現在それを上回る３万９３５６人分の署名が集まっています。自衛隊のソマリア派兵など改憲に向けての策動が強まる中、改憲反対の声が確実に広がっています。

（「大阪　民主新報」第4042号より）
兵庫共同センター
「国民投票１年前、全県一斉宣伝行動」を提起
　自公政権が強行した「国民投票法」の施行があと一年という段階となりました。０６年に発足した憲法改悪ストップ！兵庫県共同センターは、とりわけ０７年以降はこの施行日までに、「改憲反対の人口過半数の世論つくりをする」との目標で頑張ってきました。

　最も改憲に熱心だった安倍政権が崩壊、「９条の会」が７千を超える等の変化で、各世論調査が改憲策動破綻を伝える中、兵庫県でも運動はやや停滞し、全行政区をカバー出来る「地域共同センター」の確立の進行も遅れ気味でした。

　こうした事態を私たちは重く考え、「国民投票法施行一年前、全県一斉宣伝行動」を提起しました。県としては初めての取り組みですが、遅れている「地域センターづくり」になるよう、主要構成団体傘下の地域組織にそれぞれ「責任団体」となってもらい、そのまわりに諸地域団体が結集する形を提起し、その成功を

めざしています。
 全日本民医連
「第１７次辺野古支援行動」で青年が体験学習

　「こんなきれいな海と空を破壊して基地をつくなんて、納得できない」２０歳代の青年職員はこう感想をのべました。４月１０日から１２日に実施された第１７次辺野古支援連帯行動には６２人が参加しました。この行動で、多くの青年職員が沖縄の軍事基地の実態を目のあたりにし，「日常的に基地の被害にさらされ、米軍の戦争戦略に巻き込まれる沖縄の現実は、私たちの問題」との思いを強くしました。

　この間、辺野古支援連帯行動には、のべ１０００名を超える青年職員が参加してきました。民医連は、実体験を重視した「反核・平和」「憲法」のとりくみを展開してきました。本年度は、「学び、行動し、連帯し、育ちあう」ことをテーマに、「平和アクションプラン」を実施していく予定です。
全日本民医連平和アクションプラン（概要）

① 2010年春 NPT再検討会議へ向けて「核兵器のない世界を」(新国際署名)1２0万筆署名運動を展開し、全日本民医連としては全国から１００名をこえる代表団を送り出す予定です。
② 第2期全日本民医連平和学校を開催 

全日本民医連では第１回平和学校の教訓や経験を活かし、第２回平和学校を発展的な形で開催します。開催時期は０９年４月～９月。平和学校は平和について実際に目で見て体験する企画を通じて、系統的かつ集中的に学ぶとりくみです。 

③ 平和活動交流集会を０９年５月に開催 

全日本民医連平和活動交流集会は、憲法と平和の大切さを、実体験を通じ学び、各地の進んだ平和活動を交流、学びあい全国に運動を広げる原動力になってきました。2009年5月に長野県で開催します。 

④ 原水禁世界大会に史上最高の代表派遣。民医連参加者交流集会を開催 

０８年原水禁世界大会民医連参加者交流集会は４１４名が参加し、参加した全県連から、原水禁世界大会に参加の思い、各地の平和活動が思い思いに発表され、確信に満ちた集会になりました。０９年原水禁世界大会は長崎で開催。また、広島の「ピカに灼かれて」の編集など各地でとりくまれている原爆被害の実相を学び、継承する活動を重視します。被爆者の証言を聞く会や原爆パネル展などを旺盛に開催します。 

⑤ 辺野古支援連帯行動 

全国の民医連の平和を守る活動の具体的な実践として、３ヶ月に１回をめどに開催し重視してとりくみます。 

⑥ ９条を守る活動、9条の会のとりくみと交流 

網の目の９条の会結成に向けたとりくみを提起します。職場ごとに９条の会を作り、共同組織と共に地域の中に広く９条の会を結成しましょう。９条の会の醍醐味は９条を守るという一点で広範な方々と手をつなげられることにあります。幅広い層に呼びかけをすすめましょう。また、憲法闘争本部と協力し、全日本民医連憲法闘争交流集会を開催し、各地の憲法を守る活動を交流し発展する機会とします。 

とりわけ医療従事者として憲法９条を守る活動と２５条を守る活動を結びつけ、平和と医療、社保活動を立体的にとりくみましょう。 

⑦ 反核医師の会への加入、行動参加 

「反核医師の会」は核戦争に反対し、核兵器廃絶の実現をめざすとりくみをすすめています。医師に限らず加入できますので、各地で加入を呼びかけましょう。 

⑧青年の主体的な活動への援助 

青年の主体的な活動を引き出し援助することを目的に、各県連・法人に青年の参加する反核平和委員会の設置を積極的に検討しましょう。可能であれば、法人・事業所単位の委員会の設置や平和サークルの立ち上げを検討・援助しましょう。青年の主体的な平和活動をすすめる上で、幹部職員の役割は重要です。育成を念頭に置いてフォロー体制の確立を意識的にとりくみましょう。また、辺野古支援連帯行動や平和学校参加者の位置づけ、地協・県段階での平和活動交流集会等の開催なども積極的に検討しましょう。アクションプランの作成に青年職員が参加し、希望や意見を実現していけるようにします。 

【転送転載歓迎、各地のニュースに活用してください】
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